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告    示 

那覇市自動車臨時運行許可番号標板の失効について（ハイサイ市民

課） 

那覇市告示第 274 号  

平成 29年 10月 25日  

掲 示 済  

 

 

那覇市自動車臨時運行許可番号標板の失効について 

 

 

那覇市自動車臨時運行許可事務取扱要領第 11 条第２項の規定に基づき、下記の

とおり告示する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

記 

 

１ 失効年月日  平成 29年９月 21日 

 

２ 失効理由   紛失 

 

３ 失効件数   １件 

 

４ 自動車臨時運行許可番号標板の失効表 

                     平成 29年 10月 25日 

平成28年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財

政課） 

 

那覇市告示第 292 号  

平成 29年 11月 15日  

 

平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市一般

会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

標板番号 失効理由 事件発生年月日 失効年月日 

沖縄 135那覇 紛 失 平成 29年７月 31日 平成 29年９月 21日 

以下余白    
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 那覇市監査委員より提出された、平成 28年度（2016年度）那覇市一般会計及び

特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

 審査の結果 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に

準拠して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

 審査意見 

（はじめに） 

平成 20年度から始まった第４次那覇市総合計画（計画期間 10年）は、基本理

念に掲げた「みんなで創ろう、子どもの笑顔が輝くまち」の実現に向けて平成 29
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年度に最終年度を迎える。 

この間、平成 24年度に本市行政の拠点となる新庁舎が落成し、平成 25年度に

市民サービスの向上を目指し中核市へ移行する等、大きな体制の変化があった。

また、財政の面では、沖縄振興特別推進交付金（いわゆる一括交付金）制度が創

出され様々な事業を実施することができた。一方、国民健康保険事業特別会計で

は多大な累積赤字の解消という課題を抱え、徹底した行財政改革が求められてい

る。 

 

（決算の状況） 

平成 28 年度一般会計の決算における実質収支は、27 億 2,246 万円の黒字で、

前年度の実質収支 27億 7,548万円に比べ 5,302万円減となっている。 

歳入は、1,476億 6,791万円で前年度に比べ 38億 3,804万円増となっている。

これは主に、消防債の減等により市債が 31億 6,632万円減、地方交付税が 13億

5,614 万円減となっているものの、市営住宅建替事業（補助金）等の増により国

庫支出金が 52億 8,355万円増、市たばこ税等の増により市税が 17億 5,653万円

増、財政調整基金繰入金の増等により繰入金が 15 億 1,111 万円増となったこと

によるものである。 

歳出は、1,426億 567万円で前年度に比べ 33億 5,757万円増となっている。こ

れは主に、津波避難ビル建設事業及び（仮称）樋川出張所整備事業が平成 27 年

度で完了したこと等により消防費が 20 億 948 万円減、公債費が９億 3,973 万円

減となっているものの、待機児童解消加速化事業、低所得高齢者向け臨時福祉給

付金、障害福祉サービス等給付費等の増により民生費が 34 億 6,284 万円増、地

域居住機能再生推進事業、沖縄都市モノレール延長事業等の増により土木費が 20

億 6,278万円増となったことによるものである。 

また、歳入のうち翌年度へ繰り越すべき財源は 23億 3,977万円となっており、

前年度に比べ５億 3,349万円増となっている。 

土地区画整理事業等、７つの特別会計の実質収支合計額は、前年度の24億8,296

万円の赤字から、本年度は２億 2,935万円の黒字に転じている。これは主に、保

険給付費及び諸支出金の減少等により国民健康保険事業特別会計の赤字が 26 億

5,065 万円減少したことによるものである。結果として、一般会計及び特別会計

を合わせた実質収支は、前年度に比べ 26億 5,929万円増の 29億 5,182万円の黒

字となっている。 

 

（財政指標） 

普通会計における財政指標では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

89.8％で、前年度に比べ 1.8 ポイント増加している。これは主に、扶助費で 0.2

ポイント減少したものの、人件費で 0.9ポイント、物件費で 0.5ポイント、繰出

金で 0.4ポイント増加したことによるものである。 

実質公債費比率（平成 26年度～平成 28年度の平均）は 12.8％で、前年度に比

べ 0.4ポイント改善している。これは元利償還金が２億 8,137万円減少したこと

及び同比率の分母となる標準財政規模が、平成 28 年度決算において８億 4,520

万円増加したことが主な要因である。同比率は平成 25 年度以降年々減少してい

るが、平成 28 年度末市債残高 1,374 億 1,909 万円のうち臨時財政対策債の残高

は年々増加し 507億 352万円となり全体の 36.9％を占めていることから、同市債

発行の抑制に努められたい。 
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（繰越事業） 

平成 28年度から翌年度へ繰り越す事業の総額は、一般会計及び特別会計で 104

億 9,108万円となっており、前年度に比べ７億 6,774万円増となっている。これ

は主に、一般会計では５億 4,796万円減少しているものの、農連市場地区市街地

再開発事業（防災街区整備事業）の繰越額が増加したこと等により市街地再開発

事業特別会計が 13億 952万円増加したことによるものである。 

繰越事業のうち一括交付金事業は、交付金ベースで前年度の繰越額７億 3,502

万円（12 事業）から７億 8,917 万円（10 事業）と 5,415 万円増加しているもの

の、繰越事業の翌年度出来高も含めた執行率は、平成 24 年度の 82.3％から毎年

上昇し平成 27年度は 94.1％となっている。 

 

（むすび） 

自主財源の根幹である市税の収納率は、平成 22 年度以降毎年上昇し、平成 28

年度決算では 97.87％となっている。これは、中核市の平均 96.37％を 1.5 ポイ

ント上回り、中核市 48市で８位、県内 11市では１位となっている。これは、県

内景気が上向いていることも一因であるが、納税催告センターとの連携を密にし

現年度課税分の徴収率向上を図る等、徴収体制の強化も大きな要因である。今後

も職員のスキルアップを図り、自主財源の確保に努められたい。 

平成 24 年の沖縄振興特別措置法の改正により創設された一括交付金制度は、

同法が平成 34 年に失効することから残り５年となった。これまで本市は、同交

付金を活用し様々な事業を展開してきているが、今後も新文化芸術発信拠点施設

整備事業等の大型施設建設が計画されていることから、同交付金のより効率的、

効果的な活用に努められたい。 

本市の大きな懸案事項となっている国民健康保険事業特別会計の累積赤字は、

国保加入者の減少に伴う保険給付費の減少や一般会計からの政策的繰出金の増

加等により、前年度の 32 億 2,014 万円から今年度５億 6,949 万円へと大幅に縮

小されている。しかし、平成 30 年度に国民健康保険事業の運営主体が県に移行

した後も、前期高齢者財政調整制度に起因する赤字により本市においても多大な

財政負担が生じることが予想され、沖縄県の特殊事情に配慮した制度設計や財政

支援措置を国に対し引き続き働き掛けられたい。 

平成 30 年度からスタートする第５次那覇市総合計画に向けて、基本構想の策

定が進められている。計画期間中に市制施行 100周年を迎えることから、次の 100

年に向けた礎を築くため、職員力・組織力の向上を図り、持続可能な行財政運営

に取り組まれたい。 

平成 28 年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（市街

地整備課） 

那覇市告示第 293 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国民

健康保険課・特定健診課） 

那覇市告示第 294 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（市街

地整備課） 

那覇市告示第 295 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市市街

地再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーが

んじゅう課） 

那覇市告示第 296 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市介護

保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国民健

康保険課） 

那覇市告示第 297 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） 

那覇市告示第 298 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市病院

事業債管理特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算書（子育て応援課） 

那覇市告示第 299 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

 平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市母子

父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７０４号   2017（平成29）年11月15日 

 1119 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７０４号   2017（平成29）年11月15日 

 1120 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７０４号   2017（平成29）年11月15日 

 1121 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 300 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

大道中央歯科クリニック 東 哲博 

平成 29年 10月 11日 

那覇市字大道 116番地 １階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 301 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとお

り廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 開設者 
廃止年月日 

所 在 地 

友寄内科胃腸科医院 友寄 英毅 

平成 29年９月 30日 

那覇市樋川二丁目 12番３号 

麻布デンタルクリニック 仲筋 耕作 

平成 29年９月 30日 

那覇市久茂地三丁目 15番６号 幸マンション２階 

城北胃腸科整形外科 医療法人 城北会 

平成 29年９月 21日 

那覇市首里平良町２丁目４番地 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 302 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

デイサービスセンター めかる 

（通所介護） 
平成 29年９月 30日 

那覇市字銘苅 303番地 
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土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について（環境保

全課） 

那覇市告示第 303 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定について 

 

 

土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 11 条第１項の規定により、特定有

害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をし

なければならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指定するので、

同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

１ 形質変更時要届出区域 別図のとおり（那覇市古波蔵４丁目 113番地１地内） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第 31条第２項の基準に

適合していない特定有害物質の種類 砒素及びその化合物 
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公    告 

 

那覇市広告付き窓口案内表示機取扱事業者の募集について（管財課） 

那覇市公告第 278 号  

平成 29 年 11 月１日  

掲 示 済  

 

 

那覇市広告付き窓口案内表示機取扱事業者の募集について 

 

 

那覇市では、来庁者への市民サービスの向上に資するため、本庁舎内に広告付き窓

口案内表示機を設置し、運用する事業者を募集します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

記 

１ 事業概要 

（１）事業名称：那覇市広告付き窓口案内表示機取扱事業 

（２）事業内容： 

ア) 事業者は、当市の本庁舎内に窓口案内表示機(以下「表示機」という。)を

設置する。 

イ) 事業者は、当市の庁舎内に広告用モニターを設置し、事業者が募集した広

告映像と当市の行政広報映像を放映する。 

ウ) 事業者は、設置した機器のメンテナンスを行う。 

エ) 機器の設置、運用及びメンテナンス並びに事業満了等に伴う撤去について

は、全て事業者の費用負担でこれを行う。 

オ) 事業者は、広告用モニターで広告映像を放映することにより、広告主より

報酬等を受領することができる。 

なお、広告主の選定及び広告映像の内容については、那覇市有料広告掲

載取扱基準に準じ、当市の承認を得ることとします。 

（３）事業期間：供用開始日から５年間 

（４）実施場所：那覇市役所本庁舎内（所在地：那覇市泉崎１丁目１番１号） 

 

２ 参加資格 

本プロポーザルの応募者は、次のすべての事項に該当する者とします。 

（１）定款又は商業登記簿において、広告業又はこれに準じた業務を営んでいるこ

とを定めている者であること。 

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154条）第 17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てを行っている者でないこと。 
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（３）経営状況が著しく不健全であると市長が認める者でないこと（公告日の３月

前から事業者決定日までの間に不渡り等を生じていない者であること。）。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配しているとして、公共事業か

らの排除要請があり、当該状態が継続しているなど事業者として不適当である

と市長が認める者でないこと。また、業務の一部を再委託する場合又は事業に

係る物品等を購入する場合の契約相手方についても同様であること。 

（５）当市の業者登録の場合は、当市から指名停止を受けている期間中の者でない

こと。 

（６）地方税及び国税の滞納がないこと。 

（７）その他市長が定める要件を満たしている者であること。 

 

３ 選定方法 

（１）書類審査 

本プロポーザルでは、応募者より提出された企画提案書等を基に参加資格の要

件を満たしているか否かの書類審査を行い、さらに書類審査を通った応募者がプ

レゼンテーションによる審査を経て、優先交渉権者１者及び次点交渉権者１者に

選定されます。 

書類審査結果通知：平成 29年 11月 22日（水） 

（２）プレゼンテーション 

書類審査を通った応募者に対しては、プレゼンテーションによる審査を行いま

す。プレゼンテーションは、説明 15 分、質疑応答 10 分程度を予定しています。

プレゼンテーションの実施日は以下のとおりとしますが、実施方法や時間等の詳

細については、後日、連絡します。 

プレゼンテーション実施日：平成 29年 11月 24日（金） 

（３）審査委員会 

本プロポーザルの審査は、庁内に設置された那覇市広告付き窓口案内表示機取

扱事業者審査委員会が行います。 

 

４ 手続等 

（１）募集要項の配布期間及び方法 

平成 29年 11月１日（水）より、那覇市管財課窓口又は那覇市役所ホームペー

ジにてダウンロードする形で配布します。 

（２）応募書類の提出期限及び方法 

平成 29年 11月１日（水）から 11月 20日（月）午後５時までに事務局あて持

参又は郵送により提出して下さい。なお、郵送による場合は、一般書留、配達証

明、配達日指定により提出してください。配達指定日は平成 29年 11月 20日（月）

とします。 

（３）結果の公表 

平成 29年 12月６日（水）に那覇市役所ホームページにて公表する予定です。 

（４）事務局 

那覇市 総務部 管財課 

所在地：〒900-8585 那覇市泉崎１-１-１ 本庁舎５階 

電 話：098-862-9904 ＦＡＸ：098-862-9352 

E-mail：S-KANZAI001@neo.city.naha.okinawa.jp 
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５ 協定締結 

（１）先に決定した優先交渉権者と本事業の実施に関する協議を行うこととし、協

議が整い次第、協定を締結します。ただし、協議が不調となった場合、当市は、

次点交渉権者と協定締結交渉を行うことができるものとします。 

（２）本要項で規定する要件に該当しないと認められた場合、企画提案書の内容を

逸脱して業務を行った場合又は提出書類に虚偽の記載を行った場合は、協定を

締結せず、又は解除することがあります。 

 

６ その他 

（１）本プロポーザルの応募に係る費用は、応募者の負担とします。 

（２）応募者が提出できる企画提案書は、１点のみとします。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効とします。 

（４）提出後においては、書類に記載された内容の変更を認めません。 

（５）提出された企画提案書の内容は、一般に公表することがあります。 

（６）審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けません。 

（７）本事業の実施については、当市と事業者の協議により内容の一部を変更する

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 401 号  

平成 29 年 11 月２日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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一般競争入札の実施について（管財課） 

那覇市公告第 402 号  

平成 29 年 11 月２日  

掲 示 済  

 

 

一般競争入札の実施について 

 

 

那覇市所有の次の土地を個々に売却するため、一般競争入札を実施します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する物件 

① 那覇市前島３丁目11番８   宅地   79.17㎡ 

② 那覇市壺川２丁目９番14   宅地  186.60㎡ 

２ 入札参加資格は地方自治法施行令第 167条の４の規程によるとともに、市町村

税の滞納がないこととします。 

３ 入札の日時及び場所 

  日 時  平成 30年１月 22日（月） 午後２時 

  場 所  那覇市役所本庁舎６階 602会議室 

４ 入札案内書の交付及び入札参加申込受付は、那覇市総務部管財課で行います。

入札参加申込受付は、平成 30年１月５日（月）午後５時で終了します。 

５ 入札参加者は、見積もる入札額の 100分の５以上の入札保証金を、市長の指示

どおり納付しなければ入札に参加できません。 

６ 予定価格は 

① の物件については、11,400,000円です。 

② の物件については、25,000,000円です。 

  落札価格は、予定価格以上の最高入札価格とします。 

７ 入札参加資格者又は代理人の出席により行い、郵便又は電話による入札は認め

ません。 

８ 入札に参加する者に必要な資格の無い者の入札、入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

９ 落札者は、売買物件を当該物件が所在する地域の環境に調和した用途に利用す

ること。 

10 その他詳細は「土地売却に伴う一般競争入札実施要領」によります。 

 

※ 問い合わせ先 ： 那覇市総務部管財課 

電話 098-862-9904 
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公告の変更について（管財課） 

那覇市公告第 405 号  

平成 29 年 11 月６日  

掲 示 済  

 

公告の変更について 

 

 

平成 29年 11月１日付け那覇市公告第 278号にて公告した「那覇市広告付き窓口

案内表示機取扱事業者の募集について」において、次のように変更があるので公告

する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 平成 29年 11月１日付け那覇市公告第 278号の那覇市広告付き窓口案内表示機取

扱事業者の募集について、次のとおり変更する。 

 

変更する項目 
変更の内容 

変更前 変更後 

公告番号 那覇市公告第278号 那覇市公告第404号 

 

 

那覇市広告付き本庁舎総合案内板設置事業者の公募について（管財

課） 

那覇市公告第 431 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

那覇市広告付き本庁舎総合案内板設置事業者の公募について 

 

 

那覇市では、市役所本庁舎内に那覇市広告付き本庁舎総合案内板（以下「案内板」

という。）を設置する事業者を公募します。 

公募は、地方自治法第 238条の４第２項の規定に基づき、案内板設置場所（行政

財産）を制限付き一般競争入札により貸し付けを行います。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

(１) 契約案件名 那覇市広告付き本庁舎総合案内板設置賃貸借 

(２) 入札の内容 

① 那覇市役所本庁舎内の１階に設置する案内板について次のとおり、入札を

行う。 

※落札価格は、予定価格以上の最高入札価格とします。 

※入札金額は、年額（１年分）を記載してください。 

 設置場所 貸付面積 予定価格 

１ １階エスカレーター横 3.50㎡ 
432,000円 

２ １階エレベーター前 0.30㎡ 

② 事業者は、本庁舎内に案内板を設置する。 

③ 事業者は、本庁舎内に本庁舎案内、行政情報案内、那覇市全域地図・市役

所周辺図等及び事業者が募集した広告を掲載する。 

④ 事業者は、設置した案内板のメンテナンスを行う。 

⑤ 案内板の設置、運用及びメンテナンス並びに事業満了等に伴う撤去につい

ては、全て事業者の費用負担でこれを行う。 

⑥ 事業者は、広告を掲載することにより、報酬等を受領することができる。

なお、広告主の選定及び広告映像の内容については、那覇市有料広告掲載

取扱基準に準じ、市の承認を得ることとします。 

(３) 所在地 

那覇市泉崎一丁目１番１号 那覇市役所本庁舎内の１階 

(４) 契約期間   

平成 30年４月１日～平成 35年３月 31日 

(５) 契約保証金   

事業者は、契約締結後、契約金額の 100分の 10以上の契約保証金を、指定

する期日までに納付しなければならない。ただし、那覇市契約規則（1971 年

那覇市規則第 13号）（以下「契約規則」という。）第 30条第１項第１号（保険

会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。）の規

定に該当する場合は免除とする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(１)  定款又は商業登記簿において、広告業又はこれに準じた業務を営んでいる

ことを定めている者であること。 

(２)  会社更生法（平成 14 年法律第 154 条）第 17 条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てを行っている者でないこと。 

(３)  経営状況が著しく不健全であると市長が認める者でないこと（公告日の３

月前から事業者決定日までの間に不渡り等を生じていない者であること）。 

(４)  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配しているとして、公共事業

からの排除要請があり、当該状態が継続しているなど事業者として不適当であ

ると市長が認める者でないこと。また、業務の一部を再委託する場合又は事業

に係る物品等を購入する場合の契約相手方についても同様であること。 

(５)  当市の業者登録の場合は、当市から指名停止を受けている期間中の者でな

いこと。 
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(６)  地方税及び国税の滞納がないこと。 

(７)  その他市長が定める要件を満たしている者であること。 

 

３ 契約事項を示す場所 

  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階 

那覇市 総務部 管財課 

 

４ 入札の日時及び場所 

(１) 日 時：平成 29年 12月 12日（火）午後２時より 

(２) 場 所：那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

 

５ 入札保証金に関する事項 

入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札額の 100分の５以上の入

札保証金を、納付しなければ入札に参加できません。ただし、契約規則第８条第

１項第１号（保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し

たとき。）及び同条同項第３号（過去２年の間に本市その他の官公署とその種類

及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠

実に履行し、かつ契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。）

の規定に該当する場合は免除とします。 

 

６ 入札参加資格者又は代理人の出席により行い、郵便又は電話による入札は認め

ません。 

 

７ 入札に参加する者に必要な資格の無い者の入札、入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

８ 入札実施要領の配布及び入札参加申込に関する事項 

(１)  入札案内書（公募要領）の配布は、那覇市総務部管財課の窓口又は那覇市

ホームページから入手できます。ただし、入札参加申込受付けは、那覇市総務

部管財課窓口でのみ行います。 

(２)  入札参加申込受付期間及び公募要領配布期間 

平成 29年 11月 15日（水）～平成 29年 11月 24日（金） 

 

９ その他 

(１)  落札者は、当該入札物件が公有財産であることに留意し利用すること。 

(２)  入札参加者は、「那覇市広告付き本庁舎総合案内板設置事業者公募要領（制

限付き一般競争入札）」を熟読し、これを遵守すること。 

 

【お問い合わせ先】 

那覇市 総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

電 話： （代表）098-867-0111（内 2078） 

（直通）098-862-9904 
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平成 30・31 年度 那覇市物品購入等入札参加資格審査申請受付につ

いて（法制契約課） 

那覇市公告第 432 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

平成 30・31年度 那覇市物品購入等入札参加資格審査申請受付について 

 

 

平成 30・31 年度において、那覇市が行う物品購入等入札参加資格審査申請の受

付を次のとおり行います。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札参加資格者要件 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項各号のいず

れかに定める者に該当しないこと。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れた者にあっては、同項の規定による入札に参加させない期間が経過してい

ること。 

(3) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等

を有していること。  

(4) 平成 29 年 12 月１日において引き続き２年以上同種の営業を営んでおり、

かつ、入札時において引き続き営業していること。 

(5) 市町村税及び消費税を滞納していないこと。  

(6) 代表者、役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のアからウまで

の全ての要件に該当すること。 

ア 暴力団（那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴排

条例」という。）第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。)の関係者又は

暴力団員（暴排条例第２条第２号の暴力団員をいう。以下同じ。）でない

こと。 

イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。 

ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

※「官公需適格組合」として、証明を受けた者からの申請もできます。 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

(1) 配布期間   平成 29年 11月 15日（水）～平成 29年 12月 28日（木） 

(2) 配布方法  当市ホームページからダウンロード 

※申請書類及び申請要領は、上記配布期間内（土・日曜日、祝日を除く。）に、

総務部法制契約課（那覇市役所本庁舎５階）でも、受け取ることができます。 

８時 30分～17時 15分（12時～13時除く。） 

※本庁舎の駐車場は、有料となっておりますのでご了承ください。 
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３ 申請方法 

(1) 申請方法   原則として「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。（書留類・レターパック・

宅配便など利用可） 

 

(2) 郵送受付期間 平成 29年 12月１日（金）～平成 29年 12月 28日（木） 

（12月 28日消印有効） 

(3) 送付先・問い合わせ先 

〒900-8585 

沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所総務部法制契約課 物品調達グループ  

電話番号 098-951-3253（直通） 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

平成 30年４月１日～平成 32年３月 31日（2年間） 

 

 

平成 30 年度 那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者登録申請（追加申請）受付について（法制契約課） 

那覇市公告第 433 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

平成 30 年度 那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札

参加資格者登録申請（追加申請）受付について 

 

 平成 30 年度の那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札参加

資格者登録の追加申請の受付を次のとおり行います。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札参加資格者要件 

(1) 平成 29年 12月１日において営業実績が２年以上あること。 

(2) 那覇市の市税を完納していること。 

(3) 本市に本店、支店及び営業所（以下、これらを「営業所等」という。）のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は、「那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札

における営業所等認定基準」（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

(4) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(5) 賃金不払い等、社会的不正行為がないこと。 

(6) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(7) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(8) 清掃員又は警備員の制服制度があること。 
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(9) 正規従業員数（清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあたっては警備

員数）が５人以上であること。 

(10) 警備業務にあっては、警備業法(昭和 47年法律第 117号)第４条に定める公

安委員会認定の業者であること。 

(11) 清掃業務にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和

45年法律第 20号)第 12条の２に定める県知事登録業者であること。 

(12) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項各号のいず

れかに定める者に該当しないこと。 

(13) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

(14) 那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号)第２条第１号の暴力団

又は同条第２号の暴力団員に該当しておらず、又は関係していないこと。 

(15) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。 

 

※「官公需適格組合(以下、「組合」という。)」として、証明を受けた者から

の申請もできます。組合での申請については、(1)及び(9)の要件に代えて、

官公需適格組合証明書が必要です。 

 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

(1) 配布期間   平成 29年 11月 15日（水）～平成 29年 12月 28日（木） 

(2) 配布方法  当市ホームページからダウンロード 

※申請書類及び申請要領は、上記配布期間内（土・日曜日、祝日を除く。）に、

総務部法制契約課（那覇市役所本庁舎５階）でも、受け取ることができます。 

８時 30分～17時 15分（12時～13時除く。） 

※本庁舎の駐車場は、有料となっておりますのでご了承ください。 

 

３ 申請方法 

(1) 申請方法   原則として「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。（書留類・レターパック・

宅配便など利用可） 

(2) 郵送受付期間 平成 29年 12月１日（金）～平成 29年 12月 28日（木） 

（12月 28日消印有効） 

(3) 送付先・問い合わせ先 

〒900-8585 

沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所総務部法制契約課 物品調達グループ  

電話番号 098-951-3253（直通） 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

平成 30年３月１日～平成 31年２月末日まで（１年間） 

※ 追加の登録申請であり、すでに平成 29年３月１日～平成 31年２月末日で登

録されている者は、申請する必要はありません。 

 

http://srb4.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について（ハイサイ市民

課） 

那覇市公告第 434 号  

平成 29年 11月 15日  

 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について 

 

 

住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 11条第３項及び第 11条の２第 12

項の規定に基づき、平成 28年度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を次

のように公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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消防局訓令 

 

那覇市火災調査規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第９号  

平成 29 年 10 月 24 日  

公 表 済  

 

 

那覇市火災調査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那覇市消防局長 平 良 真 徳  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 17 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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      指定（登録）番号  第 362 号 

      指定工事店名    有限会社クラウン工業 

      営業所所在地    沖縄県沖縄市宮里二丁目 22番 22号 

代表者名      荒海 宣雄 

有効期間      自 平成26年４月１日 

                至 平成31年３月31日 

      異動年月日     平成 29年 10月 13日 

      異動事由      代表者の変更 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 18 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

      指定（登録）番号  第 383 号 

      指定工事店名    有限会社大丸設備 

      営業所所在地    沖縄県沖縄市古謝二丁目 15番８号 

      代表者名      兼城 聡 

      指定の有効期間   自 平成27年４月１日 

                至 平成32年３月31日 

      異動年月日     平成 29年 10月 20日 

      異動事由      営業所所在地の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 


